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第２期蒲郡市教育振興基本計画策定支援業務仕様書 

 

１ 業務概要 

⑴  業務名 

第２期蒲郡市教育振興基本計画策定支援業務（以下「本業務」という。） 

⑵  業務の目的 

蒲郡市教育振興基本計画は、教育基本法（平成１８年法律第１２０号）第

１７条第２項に規定された本市の教育振興のための施策に関する基本的な

計画として令和５年３月に策定され、令和９年度で終了することに伴い、新

たに「第２期蒲郡市教育振興基本計画」（以下「本計画」という。）を策定す

ることを目的とする。本計画は、本市の最上位計画である「第五次蒲郡市総

合計画」（以下「総合計画」という。）の教育に関する施策を総合的かつ体系

的に構築するための計画として策定し、国・県の教育振興基本計画、蒲郡市

の総合計画の内容を踏まえつつ、地域の実情に応じた計画を策定するもので

ある。 

また、この計画をもって地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条

の３第１項に規定される教育大綱として位置づけるものとする。 

２ 適用範囲 

本仕様書は、市が実施する本業務に関して必要な事項を定めるとともに、受

託者が履行しなければならない事項を定める。 

３ 業務期間 

契約締結日から令和１０年３月３１日まで 

４ 語句の整理 

 ⑴ 蒲郡市教育振興基本計画策定委員会は、以下「策定委員会」という。 

 ⑵ 蒲郡市教育振興基本計画策定委員会作業部会は、以下「作業部会」という。 

５ 業務概要 

本業務は、単に支援・助言業務など専門的立場からのコンサルティング業務

にとどまらず、事務的補助を含めた以下の項目を行い、本計画策定に向けて積

極的に業務を行う。 

 【令和８年度】 

⑴ 計画策定に向けたスケジュール立案及び管理 

⑵ 本計画のコンセプト案の提示、その他企画・立案 

⑶ 国・県の動向分析、蒲郡市教育振興基本計画の分析、法的根拠の整理 

⑷ 総合計画、その他、他部署の施策との整合性の調整 

⑸ アンケート調査（市民、児童生徒、保護者）の設計、実施、結果の集計、

分析、報告書等の資料作成、本計画への意見の反映 

【令和９年度】 

⑹ 施策・事業の現状分析及び課題抽出等 

⑺ 計画骨子案及び計画素案の策定支援 

⑻ 本計画及び概要版等の原稿（電子データ）など成果品の作成 

【別紙１】 
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【共通】 

⑼ 作業部会・策定委員会の資料作成、会議録作成等事務局運営支援 

⑽ その他、専門的見地からの助言及び全体を通じた支援 

６ 業務内容 

  上記５に記載した業務の概要について、概ね以下を想定する。 

 【令和８年度】 

⑴ 計画策定に向けたスケジュール立案及び管理 

本業務の目的を十分に理解し、以下の事項を主としたスケジュール立案 

及びその進行管理を行う。 

ア 作業部会 

イ 策定委員会 

ウ 総合教育会議、教育委員会、市議会 

エ パブリックコメント 

オ その他、策定に必要な事項 

⑵ 本計画のコンセプト案の提示、その他企画・立案 

全国学力・学習状況調査、全国体力・運動能力、運動習慣等調査、市民意

識調査などの統計資料から、本計画立案における本市独自のコンセプト案の

提示を行うこと。 

   なお、提案にあたっては、国の「第４期教育振興基本計画」、県の「あい

ちの教育ビジョン２０３０」及び令和５年３月に策定した「蒲郡市教育振興

基本計画」の効果検証を踏まえた内容とすること。 

⑶ 国・県の動向分析、蒲郡市教育振興基本計画の分析、法的根拠の整理 

ア 社会潮流の分析 

イ 統計データ等による現状分析 

ウ 国、県との整合性の吟味 

エ 現行の蒲郡市教育振興基本計画の進捗状況の整理及び課題の分析等 

⑷ 総合計画、その他、他部署の施策との整合性の調整 

上位計画である総合計画、その他関連する計画は、本計画と関係性が強い

ため、現状把握を行い、整理分析すること。 

⑸ アンケート調査（市民、児童生徒、保護者）の設計、実施、結果の集計、

分析、報告書作成、本計画への意見の反映 

アンケート調査詳細については以下のとおり。 

ア 実施内容 

蒲郡市の教育に関するアンケート調査 

イ 対象 

 （ア）市内公立学校在学の小学５年生約６４１名、中学２年生約６４２名 

 （イ）上記対象児童生徒の保護者約１，２８３名 

 （ウ）無作為抽出一般市民約１，５００名 

ウ 実施期間 

令和８年１１月初旬から１２月初旬まで（予定） 
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エ 調査方法 

小学校５年生、中学校２年生及びその保護者は、市が学校経由で配布 

しすべてＷｅｂで回答を行う。外国語（英語、スペイン語、タガログ語）

対応。一般市民向けは、アンケート調査票を郵送し、返信用封筒にて返送

又はＷｅｂ回答とする。なお、Ｗｅｂの回答フォームは市で構築し調査結

果の入力データを受託者に提供する。一般市民向けにおいて、調査票の印

刷・配布・回収に必要な作業は受託者が行い、必要な費用についても受託

者が負担する（回収率は 40％を想定）。 

  オ アンケート調査票 

    住民や教育・学習状況や生涯学習に対する意識を把握し、計画策定の基

礎資料とするためのアンケート調査票を作成すること。内容については

市と協議の上で、作業部会や策定委員会を経て決定するものとする。 

    また、再依頼はがきの送付等により、アンケート回収率向上に努めるこ

と。 

  カ アンケート調査結果の集計、分析 

    調査結果のデータ入力、単純集計及びクロス集計などを行う。 

  キ アンケート調査結果報告書の作成 

 【令和９年度】 

⑹ 施策・事業の現状分析及び課題抽出等 

 ア 教育振興に関する施策・事業の実施状況について、調査シートの設計

及び結果のとりまとめ・評価を行い、本市における教育に関する現状分

析及び課題の抽出を行う。 

 イ 重点施策・数値目標の検討にあたっては、国・県の施策及び本市の関

連計画との整合性を図ったうえで、検証可能な評価指標を設定する。 

 ウ 基礎的な地域データやアンケート調査などの結果から、教育振興に関

する施策を実施するうえでの課題を整理し、重点課題を抽出する。 

⑺ 計画骨子案及び計画素案の策定支援 

本計画の策定にあたっては、現行の蒲郡市教育振興基本計画の実施状況

を検証し、その内容について記載すること。また、⑹を踏まえて基本課題や

施策方向を整理し、今後の重点課題と施策の目標・体系をとりまとめた計画

骨子案、計画素案を作成し、内容の協議を行う。 

ア 課題のとりまとめ 

イ 基本理念・将来像・基本目標等の検討 

ウ 計画素案の構成設定、とりまとめ 

エ パブリックコメントを実施するにあたり、実施に関する助言、意見への 

対応案の作成、計画への反映 

⑻ 本計画及び概要版等の原稿（電子データ）など成果品の作成 

ア レイアウトの提案 

イ 図表、地図、イラスト、概念図、写真等を取り入れ、読みやすく親しみ 

のあるデザイン 



4 

 

ウ 最終印刷案版の原稿作成 

 【共通】 

⑼ 作業部会・策定委員会の資料作成、会議録作成等事務局運営支援 

ア 策定委員会、作業部会への出席及び助言 

  ※令和８年度各２回程度、令和９年度各４回程度開催予定 

イ 会議運営に係る提案 

ウ 資料作成（策定委員会、パブリックコメント、総合教育会議、教育委員 

会、市議会など） 

エ 議事録作成 

オ 本計画への意見の反映 

⑽ その他、専門的見地からの助言及び全体を通じた支援 

ア 円滑な業務進行のための事務局の運営支援 

イ 打合せ（随時） 

６ 成果品 

 ⑴ 以下のものを成果品として蒲郡市に納品すること。 

  ア アンケート結果報告 

    （A4版、約 100ページ、４色刷り、簡易製本） ２部 

  イ 蒲郡市教育振興基本計画本編 

    （A4版、約 100ページ、表紙本文４色刷り、無線綴じ） ２００部 

  ウ 蒲郡市教育振興基本計画概要版 

    （A4版、６ページ、４色刷り） 1，０００部 

  エ 上記及び分析資料等の電子データ（CD-R、DVD-R等） １式 

    ※電子データのファイル形式は、ワード、エクセル、PDFとする。 

７ その他 

⑴ 本業務の遂行にあたっては関係法令を遵守すること。 

⑵ 受託者は、業務上知り得た個人情報等の秘密を他人に漏らしてはならな 

い。業務終了後も同様とする。 

⑶ 受託者は、業務を円滑に遂行するために、逐次市と連絡調整を行わなけれ 

ばならない。また、業務内容全般を常に把握している専任の担当者を置き、 

市の求めに応じて業務状況の報告を行うこと。 

⑷ 著作権をはじめ、本業務の成果品における一切の権利は市に帰属するこ 

と。 

⑸ 業務完了後、受託者の責任に帰すべき理由による成果物の不良箇所が発 

見された場合は、受託者は速やかに市が必要と認める訂正、補正、その他必 

要な措置を行うものとし、これに対する経費は受託者の負担とする。 

⑹ 本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、市と受託者が別途 

協議する。 


